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現行計画体系図 次期計画体系図（案）

基本目標 基本目標

①多様な媒体による男女共同参画推進のための広報・啓発活動の充実 ①多様な媒体による男女共同参画推進のための広報・啓発活動の充実

Ⅰ ②男女共同参画の視点に立ったメディア・リテラシーの育成 Ⅰ ②男女共同参画の視点に立ったメディア・リテラシーの育成

③男女共同参画ルームの充実 ③男女共同参画ルームの充実

①男女共同参画の視点に立った保育・教育の推進 ①男女共同参画の視点に立った保育・教育の推進

②性別にとらわれず多様な選択を可能にする学習機会の確保 ②性別にとらわれず多様な選択を可能にする学習機会の確保

③あらゆる世代の人々への学習の充実 ③あらゆる世代の人々への学習の充実

①審議会等への女性の参画促進（参画率35.0%以上を目標）

①審議会等への女性の参画促進（参画率35.0%以上を目標） Ⅱ ②地域活動における男女共同参画の推進

②地域活動における男女共同参画の推進 ③男女共同参画の視点を持つ人材と団体の養成と支援【新設】

Ⅱ ③男女共同参画の視点を持つ人材の養成と支援

④男女共同参画の視点で活躍する団体への支援 ①多様化する職業キャリアへの支援【新設】

②あらゆるハラスメント防止対策の推進

①事業所への啓発 ③女性の就労や起業に関する支援

②あらゆるハラスメント防止対策の推進

③女性の就労や起業に関する支援 ①ワーク・ライフ・バランスの啓発

②共働き・共育てを可能にするための両立支援【新設】

①ワーク・ライフ・バランスの啓発 ③仕事と介護の両立支援【新設】

②男女共同参画の視点に立った子育て支援施策の推進

③男女共同参画の視点に立った高齢者介護施策の推進 ①職員の男女共同参画意識の高揚

④育児・介護等への男性の参画促進 ②庁内推進体制の充実

③女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の推進

①職員の男女共同参画意識の高揚 ④男性の育児休業の啓発・取得促進【新設】

②庁内推進体制の充実

③女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の推進

Ⅲ

①ＤＶなどあらゆる暴力を許さない意識の啓発

②加害者も被害者も生まないための取組の検討

①妊娠・出産等のライフステージに応じた心身の健康支援 ③暴力を未然に防ぐための若年層への啓発【新設】

Ⅲ ②性に関する情報提供と教育の推進

③喫煙・飲酒などによる健康被害の予防に関する啓発 ①相談窓口の充実・周知および相談体制の強化

②被害者の保護と自立支援

①男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立 ③庁内関係課や関係機関とのネットワークの強化

②男女共同参画の視点を取り入れた地域防災力の向上

①困難な問題を抱える女性への支援【新設】

①ＤＶなどあらゆる暴力を許さない意識の啓発 Ⅳ ②高齢者、障害者、外国人等すべての人が安心して暮らせる環境の整備【新設】

②加害者も被害者も生まないための取組の検討

③相談窓口の充実・周知および相談体制の強化 ①妊娠・出産等のライフステージに応じた心身の健康支援

④被害者の保護と自立支援 ②性に関する情報提供と教育の推進

⑤庁内関係課や関係機関とのネットワークの強化 ③喫煙・飲酒などによる健康被害の予防に関する啓発

④仕事と健康課題の両立の支援【新設】

①男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立

②男女共同参画の視点を取り入れた地域防災力の向上

男女共同参画に対する
正しい理解の促進

誰もが安心して暮らせ
る環境の整備

２．防災における男女共同参画の推進

３．あらゆる暴力の根絶
【DV防止基本計画】

重点項目 施策の方向

１．あらゆる分野における性別役割分
  担意識の変革

男女共同参画に対する
正しい理解の促進

２．男女共同参画を浸透させる教育・
  学習の充実

１．意思決定過程における男女共同参
  画の推進

男女がともに社会のあ
らゆる分野に参画する

機会の確保

２．働く場での男女共同参画の推進
【女性活躍推進計画】

３．ワーク・ライフ・バランスの推進
【女性活躍推進計画】

４．藤井寺市の男女共同参画の職場づ
  くり

１．性の尊重と健康への支援

性別にかかわらず
自分らしく活躍できる

機会の確保
【新設】

重点項目 施策の方向

１．あらゆる分野における性別役割分担意識の変革

２．男女共同参画を浸透させる教育・学習の充実

４．藤井寺市の男女共同参画の職場づくり

１．意思決定過程における男女共同参画の推進

２．働く場での男女共同参画の推進【女性活躍推進計画】

３．ワーク・ライフ・バランスの推進【女性活躍推進計画】

あらゆる暴力の根絶
【DV防止基本計画】

【新設】

3．防災における男女共同参画の推進

2.暴力等被害者支援体制の整備【新設】

すべての人が安心して
暮らせる環境の整備

【新設】

1.暴力を許さない市民意識の醸成【新設】

1.様々な困難を抱える人々への支援
【困難な問題を抱える女性への支援のための基本計画】【新設】

2．ライフステージに応じた健康支援【新設】


